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１ はじめに 

  本要領（以下「要領」という。）は、「第四次茨城県ＬＰガス料金負担軽減事業支援金

交付要項」（以下「要項」という。）を補完するため作成するものです。 

 

２ 支援金の申請にあたって 

茨城県ＬＰガス料金負担軽減事業支援金は、公的な資金である国の物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金を財源としており、県としては適正な執行を行うとともに、不

正行為については厳正に対処いたします。 

本支援金の交付を申請される方や交付を受ける方は、要項及び要領を熟読するととも

に、以下の点について十分認識した上で、支援金に係る手続きを適正に行ってください

ますようお願いします。 

（１）本事業は、ＬＰガス料金の上昇により影響を受ける県内の液化石油ガス法第２条第

２項に規定する一般消費者等（以下「対象消費者」という。）の負担の軽減を図るため

のものです。支援対象期間に合わせて恣意的な値上げを行うなど、本事業の趣旨を逸

脱した行為は認められません。 

（２）支援金に関する全ての提出書類において、如何なる理由があってもその内容に虚偽

の記述を行わないでください。 

（３）事務局から資料の提出や修正の指示があった場合には速やかに対応してください。

適切な対応をいただけない場合、交付決定の取消などを行う場合があります。 

（４）本支援金の交付決定を通知する前において、値引きを実施した場合については、支

援金の交付対象とはなりません。交付決定を受けても、定められた期日までに実績報

告書等が提出されないと、支援金は交付されません。 

（５）本事業の関係書類は事業終了後５年間（令和 12 年度末まで）保存しなければなりま

せん。また、県や事務局からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるように保存

しておかなければなりません。 

（６）偽りその他の不正な手段により、支援金を不正に受給した疑いがある場合には、支

援金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。 

（７）調査の結果、不正行為が認められたときは、当該支援金に係る交付決定の取消を行

うとともに、受領済みの支援金のうち取り消し対象となった額に加算金（年率10.95％）

を加えた額を返還していただきます。 

（８）要領、要項に記載のない細部については、事務局からの指示に従うものとします。 
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３ 支援金の概要  

（１）目 的 

茨城県内の６割以上、約 75 万世帯等で使用しているＬＰガスについて、その料金が

上昇していることを受け、対象消費者の負担軽減を目的に実施するものです。 

 

（２）概 要 

ア 支援事業 

茨城県内の対象消費者を対象に、令和８年（2026 年）１月から３月までの使用分

を、同年２月使用分（３月検針）、３月使用分（４月検針）又は４月使用分（５月検

針）のいずれかにおいて、１回 800 円の値引きを行ったＬＰガス販売事業者に対し、

その値引き原資等を支援します。 

   【対象消費者】 

①県内でＬＰガスを利用する液化石油ガス法第２条第２項で規定される一般消費

者等（※）であり、令和８年（2026 年）１月から３月の間に体積販売で供給さ

れている者。 

※液化石油ガスを燃料として生活の用に供する一般消費者 

※液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合

に類似している者 

→暖房若しくは冷房又は飲食物の調理のための燃料として業務の用に供す

る者（会社事務所における冷暖房使用、飲食業 等） 

→液化石油ガスを蒸気の発生又は水温の上昇のための燃料としてサービス

業の用に供する者（旅館業、クリーニング業、理容業、美容業、浴場業、

医療保健業 等） 

②次の場合は支援の対象外です。 

・国や自治体の施設等の利用の場合 

・質量販売で供給している場合 

・対象消費者が休止状態の場合 

・基本料金＋従量料金の合計が税抜 800 円未満の場合 

・令和８年（2026 年）４月１日以降に県内で新たにＬＰガス供給が開始され

た一般消費者等である場合 
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 （同年１月から３月までの使用分を支援する目的であるため） 

イ 支援対象者 

支援金の交付対象となる者（以下「支援対象者」という。）は、次に掲げる要件を 

全て満たす必要があります。 

≪支援対象者の要件≫ 

① ＬＰガスの販売事業者であること※１ 

② 令和８年（2026 年）１月から３月の間にＬＰガスの供給を受けている県内の

対象消費者に対して値引きを行い、値引きの事実を明示できること※２ 

③ 令和８年（2026 年）２月使用分（３月検針）、３月使用分（４月検針）又は

４月使用分（５月検針）のいずれかにおいて値引きが実施できること 

④ 日本国内に金融機関の預貯金口座を有し、その口座を通じて日本円で本事                   

業に係る精算を行うことができること 

⑤ その他、別紙「誓約事項等同意書」に該当すること 

※１ 液化石油ガス法３条第１項の登録を受けた者及びガス事業法の登録を

受けたものであって、一般消費者等にＬＰガスを販売する者をいう。 

※２ 検針票や別紙等における本事業による値引き額 

ウ 支援対象経費 

支援内容 支援金の額 

値引き原資 800 円×対象消費者数（各対象消費者１回のみ） 

支援事業実施のための

経費 

100 円×対象消費者数 

（下限額１万円、上限額 10 万円） 

 

≪税抜き 5,000 円、税込み 5,500 円の場合の例≫   

①税抜き額から値引きする場合 

5,000 円（元値）－800 円（値引き）＝4,200 円 

                     消費税  420 円  

利用対象消費者への請求額 4,620 円 

    

     ②税込み額から値引きする場合 

5,000 円（元値）＋500 円（消費税）－880 円（値引き）＝4,620 円 

利用対象消費者への請求額 4,620 円 
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※必ず税抜き額から 800 円の値引き又は税込み額から 880 円の値引きを行ってく

ださい。守られないと支援金額が少なくなる場合があります。 

 

エ 値引きの実施 

（ア）実施期間及び回数 

令和８年（2026 年）１月から３月の間にＬＰガスの供給を受けている県内の一

般消費者等に対して、令和８年２月使用分（３月検針）、３月使用分（４月検針）

又は４月使用分（５月検針）のいずれかで、各対象消費者１回の実施とします。 

 

≪実施例≫ 

・２月 ＝ 2/7～3/7 使用、3/7 検針 

・３月 ＝ 3/7～4/7 使用、4/7 検針   いずれかで各対象消費者 

800 円の値引き 

・４月 ＝ 4/7～5/7 使用、5/7 検針 

※検針日は事業者により異なります 

 

（イ）値引き額の明示 

ＬＰガス料金の値引きを実施した際は、対象消費者に対して、検針票や別紙等に、 

次の内容を記載する必要があります。 

≪記載例≫ 

・「茨城県の支援で、800 円値引き（各対象消費者１回のみ）されています。」 

 

（３）主な手続きの流れ 

 

事 務 局 

 ①交付申請、④実績報告       ②交付決定、⑤支援金支払い 

販 売 事 業 者 

③料金値引き 

対 象 消 費 者 
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４ 支援金の交付申請手続  

（１）支援金の交付申請 

ア 申請受付期間 

令和８年（2026 年）２月 17 日（火）～４月 30 日（木） 

申請は、締切りを待たず随時審査を行い交付通知いたします。 

イ 交付申請の提出書類 

交付申請書（様式１）に次の書類を添付（以下「申請書等」という。）し、１部提 

出してください。 

 

 添付書類の名称 備考 

１ 別紙 誓約事項等同意書  

２ その他必要書類 （事務局から指示があった場合） 

≪注意事項≫ 

・必ず、値引き実施前に交付申請書を提出してください。本支援金の交付額通知

を受ける前に値引きを実施した場合については、支援金の交付対象とはなりま

せん。 

・提出書類は返却しませんので、申請書等の控え（写し）を保管してください。 

・事務局から申請内容の確認の連絡や追加書類の提出指示等があった場合は、 

速やかにご対応ください。 

・審査状況についてのお問合せには回答できませんので、ご了承ください。 

ウ 提出方法 

申請は県ホームページの書類をダウンロード等し、電子メール又は郵送・持参に 

よりご提出ください。 

＜提出先＞ 

メール：ibaraki l
エル

p-shien@his-wor l
エル

d.com 

住 所：〒２６０－００３１ 

千葉県千葉市中央区新千葉２－１２－１ 第１１東ビル３階  

茨城県ＬＰガス料金負担軽減支援事務局（ＬＰ支援事務局） 
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（２）交付額の通知 

交付申請書が要項及び要領の要件を満たしているか審査し、適当と認められる場合 

は、支援金の「交付額通知書」（様式２）を送付します。 

交付額通知を受けた者（以下「支援事業者」という。）は、通知に記載された交付の 

条件に従い、支援事業を実施してください。 

申請内容が適当でないと判断した場合は、交付できない旨を別途通知します。 

※ 交付額通知の前に、値引きを実施した場合は、支援金の対象となりませんので 

ご注意ください。 

 

５ 交付決定後の手続  

（１）申請の取下げ 

  ア 提出が必要な場合 

支援金の交付申請を取り下げようとする場合 

イ 提出期限 

    交付決定の日から 10 日以内 

ウ 提出書類 

取下書（様式３）を１部提出してください。 

 

（２）変更等申請書 

ア 提出が必要な場合 

支援事業の実施中に交付申請内容を変更、中止、廃止しようとする場合 

 ※申請対象消費者数が減少する場合は提出不要です。 

イ 提出期限 

    速やかに事務局へ報告の上、指示に従い提出してください。 

  ウ 提出書類 

（ア）変更の場合 

     変更等申請書（様式４）及び事業内容の変更の内容が確認できる書類、及び交 

付申請から変更となる添付書類を１部提出してください。 

（イ）中止又は廃止の場合 

変更等申請書（様式４）及び事業内容の中止又は廃止の内容が確認できる書類 

を１部提出してください。 
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（３）実績報告書兼請求書 

ア 提出期限 

事業完了（値引き実施）後、30 日以内に実績報告書兼請求書を提出してください。 

イ 実績報告書兼請求書の提出 

実績報告書兼請求書（様式５）に次の書類を添付し（以下「報告書等」という。） 

を１部提出してください。  

 

 添付書類の名称 備考 

１ 支援（値引き）を行った

対象消費者一覧※ 

＜記載内容＞ 

①市町村名 

②対象消費者数 

③値引き実施月（検針月等） 

２ その他必要書類 （事務局から指示があった場合） 

※ 後日、証拠書類を確認させていただく場合がございますので、対象消費者単位

で値引きを実施したことが分かる資料（戸別の値引き状況を確認できる一覧表、

検針票、値引き額を明示した別紙等）は、必ず事業所で作成の上、５年以上は保

管するようお願いいたします。 

※ 実績報告書兼請求書提出後に、事務局が無作為に選んだ対象消費者（３件程度）

について、値引きの事実が確認できるもの（検針票、値引き額を明示した別紙 等）

を提出していただきます。 

＜提出先＞ 

メール：ibaraki l
エル

p-shien@his-wor l
エル

d.com 

住 所：〒２６０－００３１ 

千葉県千葉市中央区新千葉２－１２－１ 第１１東ビル３階 

茨城県ＬＰガス料金負担軽減支援事務局（ＬＰ支援事務局） 

（４）支援金の支払 

実績報告書兼請求書が交付額通知書や要項及び要領の要件を満たしているか審査し、 

報告内容が適当と認められる場合は、「交付通知書」（様式６）を送付します。 

また、適正な実績報告と認めた期日から 30 日以内に指定された口座へ支援金を振り

込みます。 
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６ 支援金の交付条件  

（１）事業者は支援事業の経費について帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経費 

と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておいてください。 

（２）県及び事務局は必要に応じて事業者から報告を求めることができ、その報告に対し 

て調査することがあります。 

（３）事務局は事業者が要項の規定に違反した場合及び不正な申請を行った場合は、支援 

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。 

（４）事業者は前３項により支援金の交付決定が取り消された場合は、事務局が指定する 

期日までに遅滞なく支援金を返還しなければなりません。 

（５）事業者は支援事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、支援金の交付を受けた 

年度の翌年度から５年間保管しておかなければなりません。  
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７ 作成例  

（１）値引き額の明示 

 

 

今回検針分のＬＰガス料金について、 

茨城県の支援で８００円が値引き（各世帯 

１回のみ）されています。 

 

年 月  日 

 

（事業者名）         

 

 

今回検針分のＬＰガス料金について、 

茨城県の支援で８００円が値引き（各世帯 

１回のみ）されています。 

 

年  月  日 

 

                     

 

 

今回検針分のＬＰガス料金について、 

茨城県の支援で８００円が値引き（各世帯 

１回のみ）されています。 

 

年  月  日 

 

                     

 

 

今回検針分のＬＰガス料金について、 

茨城県の支援で８００円が値引き（各世帯 

１回のみ）されています。 

 

年  月  日 

 

                     

 

 

今回検針分のＬＰガス料金について、 

茨城県の支援で８００円が値引き（各世帯 

１回のみ）されています。 

 

年  月  日 

 

                     

 

 

今回検針分のＬＰガス料金について、 

茨城県の支援で８００円が値引き（各世帯 

１回のみ）されています。 

 

年  月  日 

 

                     

 

 

今回検針分のＬＰガス料金について、 

茨城県の支援で８００円が値引き（各世帯 

１回のみ）されています。 

 

年  月  日 

 

                     

 

 

今回検針分のＬＰガス料金について、 

茨城県の支援で８００円が値引き（各世帯 

１回のみ）されています。 

 

年  月  日 

 

                     

 

 

今回検針分のＬＰガス料金について、 

茨城県の支援で８００円が値引き（各世帯 

１回のみ）されています。 

 

年  月  日 

 

                     

 

 

今回検針分のＬＰガス料金について、 

茨城県の支援で８００円が値引き（各世帯 

１回のみ）されています。 

 

年  月  日 
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（２）支援（値引き）を行った対象消費者一覧 
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８ 記載例  

（１）交付申請書  
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（２）実績報告書兼請求書 
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【お問合せ先、申請書類の提出先】 

茨城県 LP ガス料金負担軽減支援事務局（ＬＰ支援事務局） 

※平日９時から 17 時まで 

住 所：〒２６０－００３１ 

千葉県千葉市中央区新千葉２－１２－１ 第１１東ビル３階 

電 話：０５０－１７５１－３０７７ 

メール：ibarakilp-shien@his-world.com 

 

 


